
 
 

用途地域等の見直し都市計画市素案の説明会開催について 
 
１ 用途地域等の見直しについて 

「用途地域」とは、土地利用の目的に応じて 13 種類に分かれた地域のことで、建築で

きる用途や規模などに関する一定のルールを定めたものです。 
近年の社会情勢を踏まえ、市民の暮らしやすさの向上や多様な活動の実現等につなげて

いくために、用途地域等の見直しを行います。 
昨年度いただいた市素案（案）に対する市民のみなさまのご意見を踏まえ、市素案を作

成しましたので、説明会を開催します。また市素案の縦覧、公聴会等を実施します。 
 

２ 都市計画市素案説明会 

 (1) 動画配信 

   横浜市ホームページで都市計画市素案の動画を配信します。 

   ・令和５年６月 30日（金）から７月 28日（金） 

 (2) 会場開催 

   市内 16会場で「配信している動画の視聴」、「個別相談」を実施します。 

・令和５年７月３日（月）から７月 21日（金）（予約不要） 

※会場と日時等の詳細は別添リーフレットの中面をご覧ください。 
 
３ 縦覧（閲覧） 

 (1) 期間 

   令和５年７月 14日（金）から７月 28日（金）（土・日・祝日は除く） 

 (2) 縦覧（閲覧）場所 

   都市計画市素案を以下の場所で確認することができます。 

  ア 建築局都市計画課（市庁舎 25階） 

  イ 各区役所の区政推進課（中区を除く） 

  ウ 建築局都市計画課のホームページ 
 

４ 公聴会 

  縦覧（閲覧）期間中、関係住民及び利害関係人は、公述の申出ができます。公述申出が

あった場合は公聴会を開催します。 
 

５ 添付リーフレットの配布場所（６月初旬から配布予定）※市のホームページでも公開予定 

(1) 見直し予定区域へ戸別配布（６月初旬から６月 30日で配布予定） 

(2) 各区役所の広報相談係 

(3) 建築局都市計画課の窓口（市庁舎 25階） 

(4) 市民情報センター（市庁舎３階） 

(5) 駅や公共施設に設置されている PRボックス 
 

【担 当】建築局都市計画課 岳村、飯島、下田 
【連絡先】６７１－２６５８ 

検索 

市連会５月定例会説明資料 
令 和 ５ 年 ５ 月 1 2 日 
建 築 局 都 市 計 画 課 

横浜市市素案説明会 



     

令和５年住宅・土地統計調査の実施等について 

日頃から、鶴見区政の推進に格別の御支援、御協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

さて、本年10月1日を調査期日として、統計法に基づく基幹統計調査である住宅・土

地統計調査を総務省所管により実施します。 

つきましては、本調査の趣旨を御理解いただき、円滑に調査が実施できるよう、周知

等について特段の御配慮と御協力をお願いします。 

１ 調査の概要について 

（１）調査の目的

我が国の住宅及び土地とこれらを取り巻く環境に関する国民生活の実態を総合

的に明らかにすることにより、国及び地方公共団体の住生活関係諸施策の基礎資料

を得ることを目的とした調査で、昭和23年以来５年ごとに実施しており、今年はそ

の16回目にあたります。 

本年の調査は、多様化している居住状況や少子・高齢化等の社会・経済状況の変

化を踏まえ、耐震性・省エネルギー性等の住宅性能水準の達成度や少子・高齢社会

を支える居住環境の整備等の実態などを明らかにすることを目的としています。ま

た、住環境対策として空き家対策の重要性が高まっていることから、空き家の所有

状況を含めた住生活の実態を把握することとしています。 

（２）調査期日

令和５年10月1日

（３）調査の対象

令和２年国勢調査調査区のうち約５分の１の調査区を対象とし、１調査区（50

住戸前後）から17住戸を無作為抽出して調査します。 

（４）調査項目

ア 住宅の構造に関する事項（床面積、敷地面積、建築時期、家賃等）

イ 住宅に居住する世帯に関する事項（世帯員構成、入居時期、通勤時間等）

ウ 高齢者のための設備、省エネルギー設備に関する事項

エ 増改築及び改修工事に関する事項

オ 住居地以外の住宅及び土地に関する事項

カ 建物の構造に関する事項（階数、建て方、腐食破損の有無等）等

※カについては調査員が目視等で調査する場合もあります。

区連会５月定例会資料 

令 和 ５ 年 ５ 月 1 9 日 

鶴 見 区 総 務 課 

裏面あり 
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（５）調査の日程 

   次の日程で調査員が対象調査区にお伺いいたしますので、御協力お願いします。 

   ・９月上旬から中旬 対象調査区内の巡回（調査地域の確認） 

   ・９月下旬から10月上旬まで 調査票の配布と回収 

    ※オンライン回答と郵送提出が大部分を占めるため、調査員による回収はごく

わずかとなる見込みです。 

   ・10月中旬頃 調査票未提出世帯への提出依頼 

 

（６）調査の方法 

   調査員による調査票の配布・取集を行います。世帯からの調査票の回答方法は、

インターネットを利用したオンライン回答に加え、郵送による提出を原則とし、世

帯の任意封入による調査員回収も可能とします。 

 

２ 調査員の募集について 

一部の調査区において、調査員の募集を行います。つきましては、別紙「住宅・ 

土地統計調査 調査員の募集について」の周知をお願いします。 

※同じ内容を各自治会町内会宛てにも送付します。 

 

（１）調査員の地域 

  鶴見区役所が指定する区域（調査区） 

※面接等で相談の上決定します。 

 

（２）調査員の役割等 

調査員には原則として３調査単位区（40～70住戸）を受け持っていただき、指定

された調査区域内の世帯を対象に調査票の配布と回収等を担当していただきます。

調査員任命期間は概ね８月下旬から10月下旬頃まで（８月下旬説明会、９月上旬か

ら調査活動開始）、報酬は75,000円程度（３調査区調査時の見込み金額、担当する

区域・世帯数による）になります。 

 

（３）募集要件 

ア 原則として20歳以上の方 

イ 責任を持って調査の事務ができる方 

ウ 調査で知った秘密を守ってもらえる方 

エ 税務、警察、選挙活動に直接関係のない方 

オ 暴力団員その他の反社会的勢力に該当しない方 

 

【問合せ】 

鶴見区総務課統計選挙係 松澤・盛井 

 電話 045-510-1660 
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住宅・土地統計調査  調査員の募集について  
 

「 住 宅・土 地 統 計 調 査 」は 、統 計 法 に 基 づ い た 総 務 省 所 管 の 基 幹 統 計

調 査 で す 。我 が 国 の 住 宅 及 び 土 地 と こ れ ら を 取 り 巻 く 環 境 に 関 す る 国 民

生 活 の 実 態 を 総 合 的 に 明 ら か に す る こ と に よ り 、国 及 び 地 方 公 共 団 体 の

住 生 活 関 係 諸 施 策 の 基 礎 資 料 を 得 る こ と を 目 的 と し 、 昭 和 23 年 以 来 ５

年 ご と に 実 施 し て お り 、 今 年 は そ の 16 回 目 に あ た り ま す 。  

つ き ま し て は 、 こ の 調 査 に 従 事 し て い た だ く 調 査 員 を 募 集 し ま す 。  

 

《募集要項》 
募集人数  40 人程度  

資  格  １ 原則として20歳以上の方  
２ 責任を持って調査の事務ができる方  
３ 調査で知った秘密を守ってもらえる方  
４ 税務、警察、選挙活動に直接関係のない方  
５ 暴力団員その他の反社会的勢力に該当しない方  

主な業務内容  区内の指定された調査区域の各世帯を訪問し、世帯名簿の作成、調

査票の配布・回収など。  
調査員  
任命期間  

概ね８月下旬から 10 月下旬頃まで  
※８月下旬説明会、９月上旬から調査活動開始  

募集地域  鶴見区役所が指定する区域（調査区）  
※面接等で相談の上決定します。  

担当世帯数  40～70 世帯（要相談）  
報酬  75,000 円程度  

（３調査区調査時の見込み金額、担当する区域・世帯数による）  
申込方法  
 

区役所で面接を行います。必ず面接の日程を電話連絡にて申し込ん

でください。申込書に記入の上、面接当日持参しください。なお、

申込書は返却しませんので、御了承ください。  
※申込書は、区役所ホームページ等でも確認できます。  

面接  日付：６月 19 日（月）～６月 23 日（金）  
場所：鶴見区役所６階 10 号会議室  
※面接日及び時間は電話申し込み時に相談の上、決定します。  

申込先  
  

鶴見区総務課統計選挙係   

 電話：045-510-1660 

 Fax ：045-510-1889 
メール： tr-toukei@city.yokohama.jp 

 

裏面に申込書あり  

令和５年５月 19 日  
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令和５年住宅・土地統計調査 調査員登録申込書 

ふりがな

氏 名
氏 名

生年月日

（年齢）
大・昭・平   年   月 日生 （   歳） 男 ・ 女

住 所

市（横浜市外の方）

 区  町・丁目

番地 

（マンション・アパート名まで御記入ください。）

職業
（ある方のみ）

連 絡 先

（自宅）

（ ）
（FAX） 

（ ）

（携帯等）

（  ）

調査員経験

の有無

□ ある（ 回）・（調査名： ） 
□ ない

調査を希望する

地域

□ 自宅と同じ町内

□ 隣町程度まで

□ 数町離れていても可

□ 鶴見区内どこでも可

具体的に希望する地域があれば御記入ください。

（例：○○町，××駅周辺 など） 

調査時の交通手

段

調査の際に使用することができるものにチェックを入れてください。  
□ 徒歩のみ □ 自転車

□ スクーター □ その他（ ） 

その他御要望が

あれば御記入く

ださい。

区役所記入欄 受付日 ／ 受付者
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１ 家庭防災員研修について 

今後発生が危惧される、大規模災害による被害を軽減するためには、「自助」とともに「共

助」の重要性がますます高まっています。 
 家庭防災員研修を通じて、自らの家庭を守るための知識や技術を身に付けていただくと

ともに、共助の重要性についても理解を深めていただくことで、地域における防災活動の担

い手として活躍していただきたいと考えています。 
 
２ 研修内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
３ 研修日程 

※原則、区分①②両方の受講が必要です。 

※各日、９時 00 分から 12 時 00 分までです。 
 

区分 内容 
防火研修 住宅防火対策（出火防止、消火方法）など 
救急研修 救命処置要領（AED を含めた心肺蘇生法）など 
地震研修 地震の知識や対応方法など 

風水害研修 風水害の知識や対応方法など 

DIG 研修 
参加者が地図に様々な情報を書き込み、防災対策を検討する訓練

です。 

区分 日時 会場 

① 防火・地震・ 

  風水害・DIG 
令和５年 10 月 7 日（土） 横浜市民防災センター 

② 救急 令和５年 10 月 14 日（土） ココファン横浜鶴見 

  令和５年度 家庭防災員研修のご案内 

救急研修 地震研修 防火研修 

※地震研修の実施状況は、横浜市民防災センターで行われた研修の模様です。 

説 明 資 料 
令 和 ５ 年 ５ 月 1 9 日 
鶴見消防署 総務・予防課 



４ 受講対象者 

受講対象者は、満 15 歳以上の横浜市民かつ次のいずれかに該当する方 
 ・個人により研修を希望される方 
 ・自治会・町内会から推薦を受けた方 
 
５ 申し込み方法 

令和５年度家庭防災員研修受講申込書に、必要事項をご記入のうえ、郵送、ＦＡＸまたは

電子メールにて、令和５年８月 31 日（木）まで（必着）に、以下の宛先にお申し込みくだ

さい。 

なお、自治会・町内会から推薦いただける場合も、研修受講者からの申込をお願いいたし

ます。 

●「令和５年度家庭防災員研修 受講申込書」（別紙） 

 

 

 

 

 
５ 修了証 

  研修受講者には、研修修了証を交付します。 
 
６ その他 

 (1) 申込み多数の研修については、人数の調整をさせていただくことがありますので、 
あらかじめ御了承ください(消防署から連絡がない場合は希望日にお越しください。)。 

(2) 研修会場までは、公共交通機関を御利用ください。 
(3) 大雨警報等が発表された際は、研修を中止する場合があります。 
(4) 不明な点は消防署へお問い合わせください。 

【宛先】○鶴見消防署総務・予防課 家庭防災員担当 宛 

〇郵送：〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央 3-20-1 

〇ＦＡＸ：０４５-５０３-０１１９ 

〇電子メール：sy-tsurumi-yobo@city.yokohama.jp 

【問合せ先】 

鶴見消防署総務・予防課 家庭防災員担当 

電話・FAX  045（503）0119 

Email：sy-tsurumi-yobo@city.yokohama.jp 



連絡先
TEL/FA

X

研修区分①　 研修区分②　
科目 日時 会場 科目 日時 会場

(備考)

１　受付は研修開始15分前より行います。

２　原則、区分①②、両方の受講が必要です。

３　申込書は内容を控えるなどして、保管してください。

４　申込み多数の研修については、人数の調整をさせていただくことがありますので、あらかじめ御了承ください。

　　(消防署から連絡がない場合は希望日にお越しください。)

□　有 □　無し

自治会町内会名

５　欠席や受講日を変更する場合は平日(月～金曜日(祝日除く)午前９時～午後５時)に
　鶴見消防署総務・予防課家庭防災員担当まで御連絡ください。
　TEL：045-５０３-0119　 Email：sy-tsurumi-yobo@city.yokohama.jp

防火
地震

風水害
DIG

救急

10／7
（土)

9:00～
12:00

横浜市民
防災セン

ター

□ 当申込用紙に記入した情報が、受講後にお住いの自
治会町内会へ 提供されることについて、同意します。

10／14
（土)

9:00～
12:00

ココファン
横浜鶴見

　

氏名

フリガナ

同意事
項

(□にチェック)

住所 横浜市鶴見区
　　　　　　　　

推薦
(□にチェック)

【令和５年度家庭防災員研修 受講申込書】

～お申込み方法～

必要事項をご記入のうえ、郵送、ＦＡＸまたは電子メールにて、令和５年８月31日（木）まで（必着）に以下
の宛先にお申し込みください。
なお、自治会・町内会から推薦いただける場合も、研修受講者からの申込をお願いいたします。

【宛先】鶴見消防署 総務・予防課 家庭防災員担当 宛
〇郵送：〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1
〇ＦＡＸ：０４５-５０３-０１１９
〇電子メール：sy-tsurumi-yobo@city.yokohama.jp



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

区分 日時 会場

防火・地震・

風水害・DIG 

令和５年 10 月 7 日(土) 

9 時 00 分～12 時 00 分
市民防災センター

救急 
令和５年 10 月 14 日(土) 

9 時 00 分～12 時 00 分 
ココファン横浜鶴見

家庭防災員研修

受講者募集!! 
「家庭防災員研修」について

家庭防災員研修は、自助から始まり地域防
災の担い手にもつなげる研修として、一人で
も多くの市民が本研修を受講し、防火・防災
に関して必要な知識及び技術を身に付けるこ
とを目的としています。 

○受講要件:

 

【お問合せ先】

・鶴見消防署総務・予防課 家庭防災員担当

・メール：sy-tsurumi-yobo@city.yokohama.jp

☏ 045‐503 ‐0119
 鶴見消防署 家庭防災員研修 検索 ☚ 

満１５歳以上 鶴見区民 

 

～鶴見消防署からのお知らせ～ 

 

○申込方法: 個人からの応募又は自治会・町内会からの推薦

（詳細は下記消防署にお問合せいただくかホームページをご覧ください。） 

無料 

○研修内容・日程

研修受講要領 

※掲示板掲出用







（令和5年１月１日～４月30日昨年同期比較）

R４年

16△ 2 配 線 器 具

負 傷 者 2 4

区分

年別

区分

27519 7

11 3 建 物 150
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こんろ火災に注意しましょう

こんろ火災は、揚げ物等の調理中に目を離したすきに食用油から出火する他、鍋底からはみ出た炎が着衣

やこんろ周囲の物に燃え移り発生します。調理の際は袖口が広い服装は着用せずに、こんろ周囲は整理整頓

し近くに物を置かないようにしましょう。

住宅用火災警報器のバッテリーの寿命は約10年ですが、電子部品の劣化から正確に火災を感知

できなくなる場合を考慮して、機器ごとの交換をお願いします。

OldNew
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 熱中症にご注意ください！ 

いよいよ新緑の季節となりましたが、気温の上昇に伴い熱中症の対

策が必要となる時季でもあります。 

特に梅雨明け後は体が熱さに慣れていないため、急激な気温の上昇

には十分に注意をする必要があります。 

  熱中症の３大要因 

環 境 からだ 行 動 

・気温が高い 

・湿度が高い 

・風が弱い 

・日差しが強い 

・締め切った室内 

・エアコンがない部屋 

・急に熱くなった日 

・持病のある方 

・高齢者、乳幼児、肥満の方 

・食事抜き 

・下痢や高熱により脱水状態 

・二日酔い、寝不足 

・排便、排尿の機会 

 

・激しい運動 

・慣れない運動 

・長時間の屋外 

・水分補給不能 

・室温が 28℃を超えな 

いようにエアコン、扇風 

機の使用 

・日よけや風の通りが良 

くなる工夫 

・屋外から戻った時クー 

ルダウン出来るエアコン 

の効く部屋は有効 

・二日酔い、寝不足になら 

ない生活改善 

・朝食抜きは要注意 

・排便、排尿を心がける 

・汗対策で水分控えると 

熱中症以外にもリスクあり 

・エアコン使用時の乾燥に 

よる脱水防止に水分補給 

 

・激しい運動、慣れ

ない運動には、こま

めな休養と水分補給 

・長時間の屋外、高

温下での作業時、こ

まめな休養と水分補

給 

 

ビールなどのアルコール飲料、お茶やコーヒーなどは利尿作用が強

く、排尿により水分が体外へ排出されてしまうことから、ナトリウム

を含むスポーツドリンクやミネラル分が豊富な麦茶などが、効果的に

水分補給が実施できます。 

鶴見消防署 総務・予防課予防係  TEL 045(503)0119 
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国民健康保険特定健康診査の受診率向上の取組について 
 

横浜市国民健康保険に加入している 40 歳以上の方は、糖尿病や高血圧等の生活習慣病予防

のため、その前段階であるメタボリックシンドロームを発見し、その要因となっている生活

習慣の改善に繋げていくための特定健康診査（以下「特定健診」という。）を無料で受診する

ことができます。 

鶴見区では、第４期鶴見・あいねっとの推進の柱３で、「健やかに暮らせる地域づくり」の 

行動目標として、健診の受診勧奨を進めていますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

１ 国保の特定健診受診のメリット 

 ◎  生活習慣病などを早期発見し、健康寿命を延ばすチャンスです。 

 ◎  約 10,000 円かかる検査が無料で受診できます。 

 ◎  ４/1 から 12/31 の間に受診すると抽選で 1,000 名様にカタログギフト等の賞品が当たり 

ます。詳しくは、こちらをご覧ください。 

 

２ 鶴見区の特定健診受診の取組スケジュール 

（１）５月 15 日  特定健診受診券発送  

（２）５月    各種団体に協力を依頼予定 

（３）６月     広報よこはま鶴見区版６月号に特定健診の案内を掲載 

  ※（２）、（３）については、国保加入者に限定せず、広く「特定健診」の受診率向上に 

向けた啓発として実施する予定です。 

 

３ 国保の特定健診の実施概要 

（１）対象者 

  令和５年４月１日時点で加入している方で、翌年３月 31 日までに 40 歳から 75 歳の誕生

日を迎える方（国の基準による対象者） 

令和５年４月２日以降に加入した方で、翌年３月 31 日までに 40 歳から 75 歳の誕生日

を迎える方（横浜市独自の対象者） 

※令和５年４月２日以降に加入した方は、区役所保険年金課にご連絡いただければ受診 

券を送付します。   

※国保以外の 40 歳から 74 歳の方については、加入されている健康保険の保険者が特定 

健診を実施しています。 

（２）受診期間 令和５年４月１日から令和６年３月 31 日 

（３）費用 無料 

※75 歳以上の方も、横浜市健康診査を無料で受診することができます。 

（詳しくは、横浜市けんしん専用ダイヤル（045-664-2606）にお問合せください。） 

（４）健診機関 横浜市国民健康保険特定健診受託機関（受診券に一覧表同封） 

（５）健診内容 身長、体重、腹囲測定、血圧測定、血液検査、尿検査等 
 
 
【参考】国保の特定健診受診率の状況 

年 度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

鶴見区 19.8% 20.8％ 22.5％ 23.4％ 19.8％ 22.8% 

横浜市 21.0% 21.9％ 24.3％ 25.4％ 21.8％ 24.7%  

鶴見区自治連合会定例会資料 

令 和 ５ 年 ５ 月 １ ９ 日 

保 険 年 金 課 ・ 福 祉 保 健 課 

〇特定健診受診に当たっての留意点 

 ・医療機関の受け入れ態勢もあることから、受診の際には事前に当該医療機関に実施の 

有無の確認をお願いいたします。 

・特定健診は体調の良い時にマスクを着用の上での受診をお願いいたします。 

・密集・密接を防ぐため受付時間を守っていただきますようお願いします。 

横浜市特定健診受診キャンペーンの 
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